
所有権移転等の変更手続きについて 
 

平素より本会の業務について、ご理解とご協力を賜りありがとうございます。 

軍用地の所有者情報について、移転・変更があった場合は、以下の通り必要なものをご準備頂き、本会へ

の届け出をお願い致します。 

特に、所有者がお亡くなりになられた際は、軍用地料の振込みに影響が出る場合がありますので、お早めに

ご連絡をくださいますようお願い致します。  

 

※添付書類については、全て原本を持参してください。（預金通帳はコピー等で構いません。） 

※ゆうちょ銀行、ろうきんはお取扱い出来ませんのでご了承ください。 

※分筆や共有物分割だけの場合でも、軍用地料の算定に影響がありますので、忘れずに届け出をお願い

します。 

 

★個人情報保護のため、軍用地料の照会など個人の財産に関することは、お電話での回答は一切出来ませ

ん。その他詳細については、事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

 内 容 必 要 な も の 受付期限 

1 相 続 

■実印 ■印鑑証明書 ■土地全部事項証明書（登記簿謄本） 

■普通預金通帳 

※前所有者が土地連共済に加入していた場合は、「預り証」もお持ちください。 

※所有者が未成年の場合は、親権者の実印、印鑑証明書、所有者の戸籍抄本。 

４月末 

2 

贈 与 

信 託 

売 買 

■実印 ■印鑑証明書 ■土地全部事項証明書（登記簿謄本） 

■普通預金通帳 ■前所有者の印鑑（認印可） 

※贈与・信託で全ての土地を移転し、前所有者が土地連共済に加入していた場合は、

「預り証」もお持ちください。また、全ての土地を売却した方は、拠出金払戻し

の手続きも必要です。 

※所有者が未成年の場合は、親権者の実印、印鑑証明書、所有者の戸籍抄本。 

3 
分 筆 

共有物分割 
■土地全部事項証明書（登記簿謄本） 

4 振込口座変更 

■実印 ■印鑑証明書 ■普通預金通帳 

※所有者が未成年の場合は、親権者の実印、印鑑証明書、所有者の戸籍抄本。 

※所有者がお亡くなりの場合は、振込口座の変更は出来ませんので、［1.相続］の手

続き、もしくは［相続人代表の設定］が必要です。 

5 住所変更 ■印鑑（認印可） ■住民票抄本→法人の場合は履歴事項全部証明書 

随時 

6 氏名変更 
■印鑑（認印可） ■戸籍抄本 

※振込口座の氏名変更もある場合は、［4.振込口座変更］の手続きも必要です。 

7 明細書再発行 

・本人が申請・・・・・■印鑑（認印可） ■身分証明書 

・代理人が申請・・・■所有者の実印 ■代理人の印鑑（認印可）  

■身分証明書 

※その他詳細についてはお問い合わせください。 

一般社団法人 沖縄市軍用地等地主会 

TEL 098-938-5172 ／ FAX 098-938-1900 

Ｒ５年度 


